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1.予期しない大規模災害 

平成 7 年 1 月 17 日午前 5 時 46 分、阪神

淡路地域に未曾有の被害をもたらした兵庫

県南部地震が発生した。一体何が起こった

のか、すぐには理解できなかった。しかし、

ただ事ではないという予感がこみ上げてく

る。とにかく市役所に行かなければ、そうい

う思いで住居をあとにした。市役所に向か

う途中、そこには信じられない光景が広が

っていた。あちこちで建物が倒壊し、あるい

は火災が発生している。一体どうなってい

るのか。 

 

 

2.震災時の広報活動 

やっとの思いで市役所にたどり着いた職

員たちを困惑と焦りが襲う。何をしたらよ

いのかわからない、しかし何かしなければ、

そのとき、広報課長の声が頭上に響き渡っ

た。「マスコミを呼び込め！市民に必要な情

報をどんどん流せ！」「災害対策本部ができ

て活動を開始していることを市民に知らせ

て安心させなあかん」「すべての情報を広報

に集めろ！」。そこで、急遽、庁舎内に設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

された災害対策本部の中央をホワイトボー

ドで仕切り、片方をプレスルームとして開

放した(図 1)。次に具体的な広報活動である

が、本部に情報が入ってこない。広報課員が

消防局の管制室に向かう、しかしとても会

話ができる状況でない。職員で情報を集め

ようにも、人がいない。消防署も区役所も被

災者の対応でとても余裕がない。一方でマ

スコミ情報はどんどん流れている。市の動

きが見えない状況が続く。しかも、市は情報

を市民に独自に伝える手段がない。ここは、

マスコミに頼るしかない。市の対策本部と

プレスルームを一体としたことはこの面で

大きな力を発揮した。マスコミを通じて本

部の状況も流れて行った。市からのメッセ
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ージも伝えてもらえた。ただ現実的には、被

災地では、ラジオを持ち出した人は少なく、

停電でテレビや電話も使えない状態で、避

難所へは情報が伝わっていなかったのであ

る。 

 

 

3.時間の経過とともに変化する広報ニーズ 

災害発生から時間が経過すると、次第に

混乱から脱し、被害情報なども伝わるよう

になる。この段階では各避難所での生活が

始まっており、広報ニーズも生活に関連し

た情報や、復旧・復興に向けての情報へと変

化していく。また、デマ情報も流れ出す。行

政からの直接の正確かつ確実な情報提供が

要求される。ここで、どのような広報活動を

行うべきか、伝えるべき情報量も次第に多

くなっており、生活情報やり災証明、義援金、

仮設住宅に関する情報など、テレビやラジ

オで流すだけではなく活字媒体での広報が

必要となっていた。災害発生から 4 日目に

は広報紙発行の検討が始まった。しかし、問

題は多く、印刷所、配布先、部数、配布方法、

一から見直さなければならない。事実、印刷 

 

 

 

所の確保から始まり、配布先調査、バイクに

よる配布(写真 1)、避難所や街中での掲示

(写真 2)、さらに市外避難者への郵送などい

ろいろと模索し改善しながら、震災から 1

週間後の 1 月 25 日に第 1 号(写真 3)を発

行。その後、約 1年間で 39 号(写真 4)の「こ

うべ地震災害対策広報」を発行した。 

 

 

4.必要な情報を検索する 

これまでの広報はどちらかというと一方

的な情報発信であるが、IT 化が進んだ現在

においては、必要な情報を自らインターネ

ットで探すというのが一般的になっている。

震災当時は、まだ今ほどインターネットが

普及していなかったが、神戸市では、電話・

FAX・キャプテン端末・パソコン通信などの

メディアにより市政情報などを入手できる、

地域サービス情報システム「あじさいネッ

ト」による情報提供サービスを行っていた。

このFAXサービス機能を利用して1月 29日

から災害関連情報の提供を行なったところ、

深夜も含めて 7 回線が 1 日中話中の状態と

なるほどのアクセス状況であった(2 月 2 日 
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から 15 回線に増設)。 

さらに、神戸市立外国語大学のホームペ

ージの中で実験的に進めていた神戸市のホ

ームページに、災害関連情報を掲載したと

ころ、1月 18 日から月末までのアクセス件

数が世界約 60 か国から 45 万件に上った。

さらに、Eメールによりボランティアの申し

出や励ましなど世界中からさまざまな声が

寄せられた。残念ながら、当時は十分な受け

答えができなかったが、Eメールの活用によ

り、多くの地域と人との双方向の情報交換

が可能となり、いろいろな情報を入手でき

るとともに、被災地とその他の地域が直接

つながることによるさまざまな支援を期待

することができる。 

 

 

 

 

5.震災の教訓 

ここで、少し震災の教訓といえるものを

整理してみたい。まずは、当時の地域防災計

画に災害広報に関する項目がなかったとい

うことがあげられる。これは、これほどの大

きな災害の発生を想定していなかったこと

が大きな理由と考えられる。次に、被災地へ

の独自の情報発信手段を持っていなかった

ことである。マスコミへのパブリシティー

を通じての広域的な情報発信は不可欠であ

るが、一方で被災地への地域的な情報発信

も重要である。当時、NHK ラジオがプレスル

ームに生活情報放送センターを設け、ここ

から直接生の情報発信を行ない、被災生活

の大きな支えとなった。独自の情報発信手

段を確保することと併せて、マスコミ特に

地元放送局との連携により多重でのきめ細

かい情報発信を行うことが必要である。 
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広報において常に心がけるべきは、広報

ニーズに沿った広報計画を立てることと、

情報の品質管理を行なうことである。いつ、

誰に、どのような内容で、どの媒体を用いる

べきかは、まさに広報活動の基本であり、そ

のためには、いかにして被災地の広報ニー

ズを探るかが課題となる。被災地では、今、

何が求められているのか、刻々と変化して

いくニーズを避難所などから吸収し、常に

先を見越した広報計画を立てなければなら

ない。また、情報の発信と並行して、デマが

流れていないか、マスコミが誤った情報を

発信していないかを監視し、さらにデマが

流れやすい事項ほど被災地のニーズを表し

ているものであるととらえ、行政が先取り

して直接に正確な情報発信をし、情報の品

質管理に努めることが重要である。 

また、窓口等での情報レベルの均一化も

重要である。本部で集約した情報を、区役所

など出先機関を含めフィードバックし、迅

速に全庁での情報共有を行うということで

ある。しかし、電話や FAX での情報伝達で

は、受信した内容をさらに各部署で伝達し

ていかなければならないため、限られた人

数で多くの対応を求められている状況で、

果たしてスムーズにできるかが課題となる。 

 

 

6.現在の災害広報計画 

神戸市では、震災の教訓を踏まえて、地域

防災計画を大幅に改定し、応急対応計画の

中に、「情報収集・伝達・広報計画」として

災害時広報に関して 1 章を設けた。具体的

には、①情報のネットワーク化、②情報収集

伝達システムの整備、③災害通信システム

の整備、④災害時広報システム、⑤マスコミ

機関との連携、⑥災害時広聴・相談システム

の 6 つの柱からなっている。①から③は情

報収集体制に関することで、震災後に、防災

行政無線同報系を、各避難所を含め約 2 千

ヶ所に設置し、独自の情報発信手段を確保

した。さらに、庁内 LAN を活用した総合防

災通信ネットワークシステム(こうべ防災

ネット)を避難所や出先機関を含めた各所

属に配置し、各端末から被害状況や避難所

の状況あるいは物資やボランティアなどの

支援要請を入力することにより、避難所と

全庁を結んだ迅速かつ正確な情報共有が可

能となっている。 

次に災害広報システムであるが、刻々と

変化していく広報ニーズを、震災の体験を

踏まえて時系列的に整理し、災害時広報計

画を作成した(図 2)。広報時期を災害発生直

後から 2・3日目までと生活再開時期以降の

2つに分け、それぞれの時期における広報目

的を明確にし、その内容、対象、手段を詳細

に定めている。具体的には、災害発生直後は、

マスコミへのパブリシティーを通じて広範

囲に迅速に広報すべきと定めており、また、

できるだけ早い段階で記者会見を行い、市

長から直接、市民へのメッセージを発信す

ることも想定している。生活再開時期から

は、広報紙を主体とし、避難所、避難所以外、

市外避難者それぞれに複数の手段による伝

達を計画している。また、全般を通じてイン

ターネットによる情報配信や広報資料の掲

示も併せて行うこととしている。 

マスコミとの連携については、災害時の

プレスセンターの設置のほか、広報資料の

ファイリングや外国プレスへの対応も想定 
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している。また、災害対策基本法に基づき県

知事と地元放送局が災害時の緊急放送につ

いて協定を締結しているが、やむを得ない

場合には市長からも要請できることとした。 

さらに、これらの計画について、より詳細

かつ具体的なマニュアルを策定し、日ごろ

の訓練に活用するとともに同時に検証と見

直しを行なっている。 

 

 

7.今後の広報戦略について 

今後の広報戦略では、震災時の経験や現

在の情報化社会の進展を考えると、インタ

ーネットによる情報発信は不可欠であると

言える。インターネットは、独自の情報発信

手段として活用できるだけでなく、全世界

に映像や音声も交えてリアルタイムに情報

を発信できる。現在のインターネット利用

人口を考えると、これを活用しない手はな

い。そのため、日常の広報活動を通じて、ク

イックレスポンスを心がけた、災害時にお

ける効果的な情報発信の方法を研究してい

かなければならない。その一つの取り組み

として、携帯電話での情報提供を進めてい

る。13 年 7月から、生活情報や観光情報な

ど市政情報の提供を開始したところ、順調

にアクセス件数を伸ばしている。 

災害時には、これを被害状況や避難所情

報など災害関連情報に書き換えて発信する。 

さらに、16 年度に立ち上げる専用ページ

は、あらかじめ登録した職員の携帯電話か

ら即時更新が可能となっており、災害現場

などからの情報をまとめ、リアルタイムに

発信できるようになる。また、サーバーは 1

時間に約 7 万件のアクセスに対応可能であ

り、パケット通信による情報提供であるた

め災害時も接続できる可能性が高い。現在

の携帯電話普及率を考えると、災害時にお

ける有効な情報メディアの一つであると考

えられる。 

災害時の広報手段としては、現実にどの

手段が機能しているかわからないところに

難しさがある。これを克服するために、多重

での情報発信手段を確保することが重要で

ある。神戸市でも、震災後に、同報系無線を

はじめとしてあらゆる手段を模索してきた。

そのひとつが8年10月から放送を始めたケ

ーブルテレビ「こうベチャンネル」である。

これは、ケーブルテレビの地域密着型のネ

ットワークを活用し、市の施策や各種情報

などを文字情報として映像にのせて放送す

るもので、現在、市内 6 局で 1 日に数回放

送を行なっており、災害時の緊急放送につ

いても各局に対応を依頼している。また、11

年 4 月からは、関西の外国人居住者や観光

客などへの多言語放送をしている関西イン

ターメディア「FM-CO・CO・LO」で、中国語、

韓国朝鮮語、英語、日本語の 4 ヶ国語で市

政情報や観光情報などの提供を行なってお

り、災害時においての外国人への情報発信

機能として期待できる。このほか、11 年 5

月から、電光表示板付き自動販売機へ、所属

のパソコン端末から一斉同報のポケットベ

ル電波を利用して、観光・イベント情報を流

しており、災害時には緊急情報を配信する

ことが可能である。 

このように、神戸市では震災の経験を活

かして、当時の状況を思い起こしながら次

の災害への備えを行なっている。しかし、災

害は我々の予想を超えて襲ってくる可能性
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も否定できない。来るべき災害に備えて、あ

らゆる手段を検討し講じていかなければな

らない。さらに、災害時広報体制のマンパワ

ーを確保するため、広報経験者を非常招集

することを計画しており、「普段使っていな

いものは災害時には使用できない」との教

訓から、14 年に実施されたワールドカップ

サッカー大会をはじめとして、日常的に大

規模イベント時等において広報支援活動を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実践し、いざというときの人材育成にも努

めている。 

最後に、震災の教訓を発信していくこと

が神戸市の使命であるという思いで、この

原稿を作成したが、まだまだ語りつくせな

いところが多い。詳細は㈱ぎょうせい発行

の「神戸の情報整備網一神戸市広報課の苦

悩と決断一」をご一読いただければ幸いで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


